
令和 3年 9月 3日 

修学支援新制度について（周知） 

総務部 奨学金係 

 

修学支援新制度についての広報がありましたので、お知らせします。 

 

「大学等における修学の支援に関する法律」（令和元年法律第 8号）が成立し、経済的理由により修学が

極めて困難な状況にある特に優れた学生に対し、授業料・入学金の減免制度の創設、給付型奨学金の支給

が拡充されることになりました。 

 授業料・入学金の減免は大学等が、給付型奨学金の支給は（独）日本学生支援機構がそれぞれ行います。 

 

※申請は各自で行っていただくものです。 

 

岐阜県 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/22667.html 

岐阜市 https://www.city.gifu.lg.jp/36351.htm 

東濃西部 

広域行政事務組合 
http://tono-seibu.org/jinji/R1-syuugakusienn.pdf 

愛知県 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shigaku/kikanyoukenkakunin.html 

 

 

【一覧】各地方公共団体等による確認大学等の公表ホームページ 

https://www.mext.go.jp/content/20210831-mxt_gakushi01_000017670_9.pdf 

 

【一覧】確認大学等による確認（更新）申請書の公表ホームページ（文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/content/20210831-mxt_gakushi01_000017670_7.pdf 

 

 


